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【高齢受給者証について】 

健康保険の被保険者や

被扶養者が 70 歳になる

と協会けんぽより「高齢 

受給者証」が交付されます。これは、医

療機関窓口での自己負担割合を示す証

明書となるので、医療機関の受診時には

健康保険証と一緒に持参して下さい。 

 自己負担割合は、被保険者の標準報酬

月額で決まります。 

【70 歳以上の被保険者】 

標準報酬月額 28 万円未満 標準報酬月額 28 万円以上 

1 割または 2 割＊ 3 割 

【70 歳以上の被扶養者】 

被保険者が70

歳未満 

被保険者が 70 歳以上 

被保険者の標

準報酬月額28

万円未満 

被保険者の標準

報酬月額 28 万

円以上 

1 割または 2 割＊ 1 割または 2 割＊ 3 割 

＊誕生日が S19.4.1 以前の方は、特例措置により 1 割です。
S19.4.2 以降生まれの方 2 割になります。 

【基準収入額の適用申請について】 

自己負担割合が 3 割の方であっても、

前年の収入（年金や不動産収入を含むす

べての収入。非課税のものは除く。）が

「基準収入額」に満たない場合には基準

収入額適用申請により、自己負担割合を

1～2 割へ変更することができます。高

齢受給者証の交付日から 14日以内の申

請が必要ですが、随時申請することも可

能です。ただし、負担割合の変更は、申

請月の翌月からになります。適用期間は、

申請月の翌月から 8 月末までです。 

（基準収入額） 

70 歳以上の被扶

養者がいない場合 

70 歳以上の被扶養

者がいる場合 

旧被扶養者がいる

場合 

383万円未満 520 万円未満 

＊被保険者と70歳

以上の被扶養者の

収入合計額 

520 万円未満 

＊被保険者と旧被

扶養者の収入合計

額 

＊旧被扶養者とは、以前は健康保険の被扶養者で現
在は後期高齢者医療制度に該当している方のこと 

平成 30 年 8 月より、

70歳以上75歳未満の方

の同一月内の医療費の自

己負担限度額が変更され 

ています。特に、下表に該当する所得の

ある方についてはご注意ください。 

 標準報酬月額 自己負担限度額 

①
現
役
並
み
の
所
得
者 

現役並みⅢ 

83 万円以上 

252,600 円＋（総医療費

－842,000 円）×1％ 

現役並みⅡ 

53万円～79万円 

167,400 円＋（総医療費

－558,000 円）×1％ 

現役並みⅠ 

28万円～50万円 

80,100 円＋（総医療費－

267,000 円）×1％ 

②一般所得者 
26 万円以下 
①、③以外の方 

18,000 円 

（外来・個人） 

57,000 円 

（入院/外来・世帯） 

③
低
所
得
者 

Ⅱ 

8,000 円 

24,600 円 

Ⅰ 15,000 円 

＊①については高齢受給者証の負担割合が 3 割の方 

現役並みⅠ及びⅡに該当する方で、窓

口での支払いが高額となる可能性があ

る場合には、健康保険証・高齢受給者

証・限度額適用認定証を持参の上、受診

してください。限度額適用認定証を提示
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することにより、窓口での支払いが自己

負担限度額で済みます。限度額適用認定

証の提示がない場合、自己負担限度額が

適用されていない金額の支払いを求め

られますので、ご注意ください。（この

場合、高額療養費の申請をすることによ

り、払い過ぎた金額の精算をすることが

できます。）限度額適用認定証は本年に

限り、該当者へ郵送で交付されています

が、有効期限は 1 年間です。来年以降は

ご自身で限度額適用認定証の申請を行

ってください。 

現役並みⅠ及びⅡ以外の方は、窓口負

担が高額になる可能性がある場合でも、

健康保険証と高齢受給者証を提示すれ

ば自己負担限度額での支払いとなりま

す。 

働き方改革関連法が成

立しました。この法律の

ポイントは、①長時間労 

働の是正と、②非正規雇用の不合理な格

差是正（同一労働同一賃金）です。 

【時間外労働の上限の導入】 

現在の時間外労働の上限は月 45時間、

年間 360 時間です。しかし、臨時的か

つ特別な事情があれば、1 年のうち 6 か

月までは時間外労働が何時間になって

も違法ではないのが現状です。今回の改

正では、次のように改正されます。 

ⅰ 原則として月 45 時間、年 360 時間 

ⅱ 臨時的かつ特別な事情がある場合の時間

外労働の上限を新設。1 年のうち 6 か月の

上限を月 100 時間未満、年間 720 時間

未満、複数月平均 80 時間未満とする（休

日労働を含む） 

ⅲ 罰則規定を設ける 

ⅳ 月 45時間超の時間外労働をした者に対し

て、連続した休暇の付与や産業医との面接、

健康診断の実施 

ⅴ 36 協定の様式変更 

施行日は大企業が 2019 年 4 月、中

小企業は 2020 年 4 月です。ただし、

以下の業種や業務は例外です。 

・自動車の運転…5 年間の適用除外、5 年

後より年間 960 時間を上限とする 

・建設事業…5 年は適用除外、復旧復興に

は例外を設ける 

・医師…5 年は適用除外 

・研究開発の業務…5 年は適用除外(要件有) 

＊来月号以降も法改正について触れていきます。 

Q&A なぜなにどうして？ 
Q:先月 1 日に入社した方が 2 週

間で退職することになりました。

すでに社会保険の加入手続きは 

行っていますが、保険料は控除して良いの

ですか？その他手続きで気を付けること

はありますか？ 

A:社会保険の資格取得手続きを行った同

月内に退職した場合、その月 1 か月分の

保険料がかかりますので、給与から控除し

てください。 

ただし、厚生年金保険料については退職

月と同じ月に、国民年金の加入手続きや厚

生年金の資格取得をした場合、退職時に納

付した厚生年金保険料（事業所負担分と本

人負担分）が事業所へ戻ってきます。 

流れとしては、退職者が新たな年金の加

入手続きを行い年金保険料が納付される

と、退職した事業所へ年金事務所より保険

料に関するお知らせが届きます。保険料還

付の請求を行うことで、退職月分の保険料

が還付されるので、退職時に給与から控除

した厚生年金保険料（本人負担分）は、退

職者へ返してください。 

一方、健康保険料と介護保険料は国民健

康保険の加入手続きや新たな健康保険の

資格取得をしても、戻ってくることはあり

ません。 

働き方改革関

連法について

（その 1） 


